
令和 3年 8月 20日

保護者の皆様ヘ

横浜市こども青少年局子育て支援課長

緊急事態宣言の延長 (令和3年 9月 12日 まで)における保育所等の対応について (ク麟D

日頃から、保育・教育施設の運営にご協力いただき、ありがとうございます。

令和 3年 8月 17日 付で政府による「緊急事態宣言」が延長され、対象期間は令和3年 9月 12日 ま

でとされましたが、保育所等 (※ 1)の対応については、国や神奈川県の方針に基づき、感染防止対

策を徹底しつつ、市内の保育所等は原則開所とし、引き続き、保育所等をご利用いただけます。

一方、市内でも新規感染者が増え続けていることや、8月 に緊急事態宣言が出された後も園児の

感染の増力師頃向が続いていることを踏まえ、
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」基E三二利用料 (0～ 2歳児の保育料)

及び給食費 (3～ 5歳児)について、以下のとおりの取扱いとなりますので、よろしくお願いいた

します。
※1 認可保育所、地域型保育事業、横浜保育室 (0～ 2歳児クラス)、 年度限定保育事業

保育所等の利用にあたつてのお願い

ご家庭での保育が可能な場合には、保育園をお休みしたり、延長保育の利用を控えていただくよ

うお願いいたしまづ
~。

また、保育が必要な方においても、必要な日及び時間での保育所等のご禾|」用を改めてお願いいた

します。

(ご協力をお願いしたいことの例)
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・仕事がお休みの日などには保育所等もお休みする
。在宅勤務の日については、通勤に要していた時間帯を除き、勤務時間に応じた利用とする など

※保護者が在宅勤務・テレワークであつても、オンライン会議や対外的な調整業務等のため家庭での保育

が困難な状況があること、育児体業中であっても、きようだい児の育児や保護者の体調、家庭の状況等

により、保育を必要とする場合があることから、保護者の方からお申し出があった場合には必要な時間

の保育を提供していただくよう施設にはお願いしています。

また、改めてのお願いになりますが、感染拡大防止のため、以下に該当する場合は、園へのご連

絡にご協力をいただきますようお願いいたします。
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【在園児の家族】
① PCR饉・疇 で囲塾凶塾藝ヨム場合
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